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	スライド 54
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	スライド 78: 今まで通りの管理では適正時期の修理の逸失や更なる修理費用の確保が必要となる可能性が高く、適切な維持管理による適正周期の修理や事業費の抑制が必要です
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	スライド 81: ヒアリングより、維持管理費の確保における困難や計画的な保存修理が将来の見通しの把握につながり効果的であることが伺えます
	スライド 82: ヒアリングより、事業が成立する場合、維持管理は大きな課題とならないが、文化財の活用は、イニシャルコストの調達や活用方針の検討においてハードルがあることが伺えます
	スライド 83
	スライド 84: 適時の維持管理の重要性は、インフラ分野において特に着目されており、インフラ長寿命化に関する関係省庁の連絡会議等において検討が進められています
	スライド 85: 自治体に対しては、公共施設の管理に関する総合的な指針を定める「公共施設等総合管理計画」の策定を要請し、計画策定に対する支援が行われました
	スライド 86: 総合管理計画策定に向けて、総務省が「総合管理計画の策定にあたっての指針」を作成しており、管理計画に示すべき内容について詳細に整理がなされています
	スライド 87: 「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」においては、統廃合等による施設総量の縮減、適切な点検・管理の実施、予防保全型管理への移行が主要な内容となっています
	スライド 88: 数値目標は保有量またはコストの視点で示されることが一般的であり、PPP/PFIの活用や、庁内横断的な取組が求められるため、庁内組織体制についても記載されています
	スライド 89: 維持管理・更新等に係る経費について、愛知県では、単純更新による場合に加え、予防保全型の管理を実施した場合の見込みを記載し、取り組み効果を見える化しています
	スライド 90: さいたま市では、施設保有量の縮減や長寿命化、公民連携手法の活用といった具体的なアクションプランを設定し、期待される費用の縮減見込みを記載しています
	スライド 91: 数値目標は、施設保有量またはコストの削減率で示されます。維持管理・更新等の持続可能な費用水準を明らかにしています
	スライド 92: 個別施設ごとの具体の方針を定める計画である「個別施設計画」の策定に向けては、所管官庁・施設種別の特性に応じて様々なマニュアルが公表されています
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